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序　　　　　文

国際協力事業団は、インドネシア国政府の要請を受け、平成 9 年 2 月農業普及・研修システム

改善計画に関する事前調査を、平成 9 年 8 月に長期調査を実施しましたが、平成 10 年 10 月 11 日

から、10 月 17 日まで第 1 次短期調査員 4 名を、平成 11 年 3 月 9 日から平成 11 年 3 月 17 日まで

第 2 次短期調査員 4 名を現地に派遣しました。

同調査員は本プロジェクトの開始に必要な現地調査及びインドネシア国政府関係者との協議を

行いました。

本報告書は、同調査員による調査結果を取りまとめたものであり、今後、本プロジェクトの実

施の検討に当たり広く活用されることを願うものです。

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。

平成 11 年 3 月

国 際 協力事業団　　

農業開発協力部　 　 　　　　

部長　戸 水 康 二　　　
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Ⅰ　第 1 次短期調査団報告

1　短期調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯

インドネシア政府は、第 6 次 5 か年計画（1994 ～ 1998 年）において、農業セクターにおける

開発目標の力点を、それまでの「食糧自給をめざした生産性の向上」から「農業生産の多様化と

質的な改善」へと変更した。基本戦略としては、「アグロ・インダストリー」を通した、農業生

産物と市場を結ぶ商業システムの導入と改善である。このような開発計画の下、教育訓練庁は、

農業普及教育を改善、強化することを目的に「新しい農業訓練システム」を導入する必要がある

と判断し、インドネシア政府は農業研修システムの改善に係るプロジェクト方式技術協力の要

請をあげてきた。

本要請を受け、JICA は 1997 年 2 月に事前調査、1997 年 8 月に長期調査を行い、要請背景内

容について調査を行うとともに必要な協力内容について協議してきた。

その後、1997 年以来インドネシア経済危機と米を中心とした食糧の大幅な不足が始まり、食

糧不足に対する緊急対策としてインドネシア農業省では「GEMA PALAGUNG 2001」を策定し、

「食糧増産」を推進している。このようにプロジェクトをとりまく情勢は昨年より大きく変わっ

ていることから、JICA は改めて農業開発における普及等の人材育成のあり方を再検討すること

を目的として、今次調査を実施することとした。

1 － 2　調査団派遣の目的

1）農業省として抱える当面の主要課題（「緊急かつ安定的な食糧増産体制の確立」が予想され

るが）における教育訓練庁の役割、位置づけを確認する。

2）インドネシア農政が抱える緊急課題に対応するための人材のあり方、方向性について教育

訓練庁を含む農業省各局と意見交換を行う。

3）第 3 次アンブレラ協力の今後の取り組みについては、別途検討がなされることになるもの

と考えるが、現段階で本件プロジェクトを当初の「アンブレラ」としての位置づけにかかわ

らず、緊急課題対応型として、妥当性が認められるような枠組み、アプローチを検討するこ

ととする。

検討可能な枠組みとしては、短期的に「食糧増産に裨益する人材育成」をプロジェクト目

標とし、中央レベルでの関係部局の連携、地方レベル（具体的には普及員及び中核農民に対

する研修）での研修を協力内容とし、同時並行的に普及の問題点について調査等を行う。
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1 － 3　調査団の構成

1 － 4　調 査 日 程

期間：平成 10 年 10 月 11 日（日）～ 10 月 17 日（土）

担当業務 氏　名 所　　　属

団長／総括 中原　正孝 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課　課長

研修／普及 石川　君子 農林水産省農産園芸局普及教育課　課長補佐

協力／企画 和田　充和 農林水産省経済局技術協力課　技術協力官

技術協力 若林　基治 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

日順 月　日 曜日 調　査　内　容

1 10／11 日 移動：東京→ジャカルタ

2 12 月
AM：JICA事務所打合せ、大使館表敬
PM：農業省官房農業普及センター、海外協力局、計画局、
　　 教育訓練庁表敬・協議

3 13 火 AM：団内打合せ
PM：教育訓練庁と協議

4 14 水 ミニッツ案作成

5 15 木 AM：官房計画局、教育訓練庁及び関係各局との合同協議
PM：ミニッツ作成

6 16 金
AM：ミニッツ作成
PM：農業省次官とミニッツ署名、大使館及びJICA事務所報告
ジャカルタ→機内泊

7 17 土 →東京
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1 － 5　主要面談者

2　調 査 結 果

2 － 1　インドネシアの農業政策の現状について

（1）食糧危機と農業緊急政策

1） 旱魃による食糧生産の減少と経済危機による農業等への影響の概要

エルニーニョ現象によりもたらされた旱魃の長期化により、1997 年及び 1998 年の食糧

生産は減少した。例えば米の生産量は1996 年の 5,110 万トンから1997 年の 4,938 万トン

に減少し（3.37％減）、トウモロコシについては同じく 930 万トンから 877 万トンに減少

名　　前 役　　職 所　　属

Dr. Ir. A. Syafifuddin Karama Secretary General 農業省（MOA）

Dr. Ir. A. Suryana Head of Bureau 農業省官房計画局

Ms. Subianiti Head of Bureau 農業省海外協力局

Dr. Ir. Tom Edward Napitupulu Director of Program
Development 農業省作物総局

Dr. Ir. A. Soedradit Permanent Secretary 農業省官房普及センター

Ir. H. Muchtar Abdullah Director General

農業省教育訓練庁（AAET）

Ir. Moch. Sobirin Secretary

Dr. Amarin Zakaria Head, Center for Personnal
Training

Dr. Suryaman Tardan Head, Center for Agricultural
education and Establishment

Ir. Tonton W. Somamiharadaja Head, Center for Agricultural
Extension and Training

Maman A. Rifai, M.A Chief of Planning Division

杉井　　裕 Japanese Expert 個別専門家（作物総局計画局）

加藤　庫治 Japanese Expert
アンブレラ事務局専門家

星　　弘文 Japanese Expert

河内　幸男 一等書記官 在インドネシア日本国大使館

諏訪　　龍 所長

JICAインドネシア事務所米田　一弘 次長

吉成　安恵 職員
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した（5.69％減）。また、大豆については生産量自体は少ないものの 1997 年と 1998 年を

比べると約 10.53％の減少となっている。

さらに家畜業界、なかでも養鶏業は経済危機の影響で輸入原材料・飼料等の値上がり等

により約 20％が経営を続けているにすぎない。

2） 農業緊急政策

農業省は食糧不足に対する緊急対策としてGEMA PALAGUNG 2001 を策定し、米、大

豆及びトウモロコシの自給への取り組みを実施することとしている。

これは、1998 年乾期及び 1998／99 年雨期における社会及び農民強化を通じ、1998 年

の食糧生産目標の達成と 1999 年の予想生産量の達成を図るものである（UPSUS）。具体

的には、投入量増加（PMI）、圃場段階での水管理（TGATUT）開発と強く結びついた作

付け体制に基づく二期作化、三期作化による収穫面積の増加及び新しい産地形成による

ものである。

UPSUS を成功させるため、農業省の全1 級官及び全 2 級官を調整者また副調整者とし、

3 級官及び 4 級官を実施スタッフとする地域復興チームを編成する。

また農業省では、新たに食用作物園芸総局に事務局を設置するとともに各州に担当総

局長を配置し、地方との連携の下実施される計画である。一方、教育訓練庁では、GEMA

PALAGUNG 2001 に従い、普及員の再教育、農民の研修に伴う肥料、種子等の供給、更

にはインドネシアの食糧生産の 90％を占める 13 県を対象とし、農家収入のモニタリング

等を行う予定である。

3） 農業省組織

農業省では、今年度内に教育訓練庁と官房普及センターの統合が予定されている。（当

初インドネシア側との協議では統合の時期は本年 11 月中旬とされていたが、ミニッツを

結ぶ直前で、「年度内」という表現に改めるよう要望される等、統合の時期は流動的であ

る。）この統合により、農民に対する普及の実施機関（BIPP、BPP）が教育訓練庁の傘下

となり、今まで教育訓練庁では普及員の研修等しか行っていなかったものが、普及に関

する組織の一元化が図られることにより効率的な活動が行えるようになるものと推測さ

れる。

4） 予算措置

本プロジェクトに関しては既に 5 か年分の予算措置がなされており、公共事業実施リス

ト（ブルーブック）に掲載されているとのことである。

（2）考察等

GEMA PALAGUNG 2001 はインドネシア政府でもプライオリティーが極めて高く、日本
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としてもこの活動をサポートすることに深い意義がある。

また、GEMA PALAGUNG 2001 では普及員の活動が重要であり、普及員の活動をどのよ

うに活性化させるかが重要である。

一方、新プロジェクトはいかにタイミング良く発進させるかが成否のカギの 1 つとなる

が、インドネシア農業省の組織改変の時期が未確定であり、この見極めがプロジェクトの

実施のうえで重要な要因となると思われる。

その他食糧危機と農業緊急政策に関し、以下の問題点、不明点があると考えられる。

1） GEMA PALAGUNG 2001 全体の推進に関する予算の確保、必要な技術の確保

2） 中央と地方の連携がうまくいくか

3） GEMA PALAGUNG 2001 の推進には普及員の活動が重要であると考えられるが、短

期間での普及員の技術力アップ、必要な人数の確保、処遇の改善をどのように行うか

4） 必要な資材の調達

2 － 2　研修／普及

（1）普及事業の近年の動向

インドネシアにおける農業普及事業は、世銀の普及プログラムの実施が契機となって、約

20 年前に開始されており、比較的歴史が浅いといえる。

実施のための組織体制については、従来は国が自ら実施しており、1974 年に設立された

農業教育訓練普及庁が普及事業の担当部局として、全国に専門技術員、普及員を配置する

とともに、研修施設で研修を実施していた。

その後、1990 年に農業省の組織改変により、普及事業と教育研修の担当部局が分離され、

官房農業普及センターと農業教育訓練庁に分かれた。

また、1991 年に地方分権化政策に沿って、普及員が各州の職員として移管され、普及事

業は、国が専門技術員の配置と教育研修を実施し、州の普及員が普及指導活動を実施する

形となった。普及事業の実施が州に移管されてから 7 年が経過するが、この間、州政府は普

及事業にあまり関心をもっておらず、普及員の新規採用もほとんどない状況にある。

（2）インドネシアの普及事業の課題

現在の普及事業の実施体制のなかでかなり問題があると思われるのは、国と州との連携

関係である。

今後の調査において、インドネシアの普及事業における国と州との協力関係がどのよう

に構築されるかを把握し、問題の所在を明確にすることが必要である。

1914 年から普及事業を実施している米国においても、1948 年に普及制度を導入した日本



─ 6 ─

においても、普及事業は、国と県（米国では、国と州と郡）との共同事業である。

普及事業は、農業者の能力向上を目的とした人材育成（教育）事業であり、単なる技術伝

達ではないため、プロジェクトの実施にあたっては、各国の社会的、経済的背景や、そもそ

もの事業の成り立ちを踏まえて、その国にあった仕組みを提案していかなければならず、イ

ンドネシア側の関係者との十分な協議が必要不可欠であるということはいうまでもないが、

我が国の協同農業普及事業の経緯と仕組みを分析することにより、インドネシアの農業普

及事業の地方分権化と将来の効率的な運営の方向を示唆することができると考える。

参考までに、我が国では、国が約 4 割の事業経費を交付金として負担するとともに、5 年

ごとに国として全国的に一定の水準で実施すべき課題について運営指針として県に提示し、

県は、県として取り組むべき課題を実施方針として取りまとめ、国と協議しながら作成し

ている。その他、国は、例えば効率的かつ安定的な経営体の育成のための経営相談・指導の

強化とか次代の農業を担う青年農業者の育成確保等のために必要な補助事業を組んでいる。

また、研修についても、普及職員の育成のための研修体制を定め、国と県とで役割分担を

しており、国は、全国的に統一して実施することが必要な事項について研修を行い、県は、

地域の課題に対応した技術研修等について、普及職員の育成の段階ごとに必要な研修を実

施している。

さらに、一定の資質の普及職員を確保するため、各県は、普及員の資格試験を実施してお

り、国は、専門技術員の資格試験を実施している。

（3）今後の方向

インドネシアの普及事業の今後の目標としては、短期的には、食糧危機への対策として、

食用作物の増産を支援することであるが、長期的には、農業セクターの競争力を高めるこ

ととのことである。

農業の競争力を高めるためには、農業経営指導できる普及員の育成や、経営感覚に優れ

た農業者の育成、地域生産物の差別化等に取り組む農民の目的集団の育成等が必要である。

これらについても、我が国の経験を分析することにより、効果的な方法が示唆できるもの

と考えられる。

インドネシア国内の先進的農業者、研究者、農業関連企業、NGO、援助機関等の人材、経

験や事業を活用しつつ、効果的な普及や研修プログラムを作成することが重要である。

3　総　　　括

1998 年 8 月に実施されたプロジェクト確認調査において、インドネシア側（バペナス長官）よ

り採択済み案件の早期実施に向けての強い要望が確認されたが、かかる政策協議における発言を
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受けて教育訓練庁側より 1997 年 2 月の事前調査、1997 年 8 月の長期調査結果を受けて本件協力の

早期実施について強い要望があることが調査団派遣前に予想された。

一方、上述の派遣経緯のとおり 1997 年末からの経済危機及び食糧危機に陥ったインドネシアの

現状を考えれば、協力を実施するニーズや実施体制を含め本件協力実施の妥当性、可能性につい

てあらためて確認する必要があった。そのため教育訓練庁との協議のみならず、農業省内の他関

係機関（計画局、海外協力局、食用作物局）との協議を通じてインドネシアの農業・農政の課題を

確認することとした。

相手国関係者との協議に先立ち、大使館からは米を中心とした食糧需給のインバランスとこれ

に伴う輸入の増大、食糧増産緊急対策の現状と農業普及分野の重要性について説明を受けた。JICA

インドネシア事務所からは農業分野の協力の実施については緊急性があるものの、本件協力につ

いて要請があった時点と現在とでは情勢が大きく異なっていることから、協力実施の緊急性はあ

るが同時に実態にあった方向で協力のアプローチを再検討する必要性について見解を把握した。ま

たアンブレラ協力のために派遣されている専門家からも本件実施を農業省全体で再検討するため

に、農業省海外協力局を窓口として「食糧緊急増産のための農業普及員の役割にかかる調査」とし

て位置づけること等について助言を得た。

以上関係者との意見交換を踏まえ、チームは次のとおり調査を実施した。

（1）要請内容に対する現時点での基本方針についての協議

まず調査チームから、日本側としては 1997 年より要請内容（「第 3 次アンブレラ協力の対象

地域－具体的には西ヌサテンガラ州－をモデルサイトとし、中央及び地域における研修の有

機的連帯、研究と研修の相互交流により農家及び地域ニーズに適した普及を実現するため、普

及関係者育成のモデルを構築し、国家農業開発計画に寄与すること」）に基づき、2 回の調査

チームの派遣を通じインドネシア側関係者と協議を重ねてきたが、1998 年約 400 万トンの米

不足が予想されるなどインドネシア農政の当面の最重要課題は「食糧安全保障」の確保であり、

本課題に沿って日本側としては農業普及分野の人材育成等の協力実施の妥当性、可能性を検

討したい旨説明した。

インドネシア側より今回の食糧不足の直接的な原因は、エルニーニョの影響による旱魃の

影響以外に「農業が他セクターに比べ魅力ある産業として成り立っていないことによる競争

力の不足」が原因の根幹にあり、協力要請背景にある「アグリビジネスという経営マインドを

有する農家育成のために必要な農業教官及び農家青年の育成」は引き続き重要な課題である

ので協力の早期実施について改めて強い要望があった。

調査チームとしては、人材養成に係る長期戦略の必要性について理解するものの現時点で

プロジェクト方式技術協力による長期的な対応を検討するには、現在のインドネシア側の政
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治社会経済情勢は不安定であると理解しており、むしろ当面の重要課題への対応を短期で行

いつつ、将来の長期的視野に立った対応は切り離して検討することが、現状に合致した対応

であることを説明し、理解を得ることができた。

また、インドネシア側からは西ヌサテンガラ州知事より、州政府として土地、人事、予算等

の確保に向けて最大限の準備を行っているので、地域訓練センター建設を含む本件技術協力

の早期実施について度重なる督促を受けているとの説明があった。

本件については、日本政府は食糧増産に緊急に対応すべく必要な援助方針・方策について

インドネシア政府と協議を重ねており、無償資金協力についても早期に成果が期待できる「緊

急対応型」案件を優先的に実施している旨説明するとともに当初技術協力と並行して要請の

あった西ヌサテンガラ州における地域訓練センターの無償による建設は、当面実施見合わせ

となっている状況をインドネシア側に伝えた。

以上の重要な 2 点について基本的な方向性が見られたことから、技術協力としての緊急対

応のあり方について協議していくこととなった。

（2）教育訓練庁と官房農業普及センターの統合の動きについて

教育訓練庁長官より、本年度内（1999 年度 3 月まで）を目途に教育訓練庁と官房農業普及セ

ンターが統合されることになる予定であるとの説明があった。

インドネシア政府が現在取り組んでいる経済改革や社会改革に加え、今後は透明性、公正

性の確保を含む行政改革の実施が一層期待されるところであるが、農業普及及び訓練の分野

に係る中央レベル組織の一本化が検討されているということは、今回の協力の方向性を検討

するうえで、1 つのモーメンタムと考えられるので、早期実現について強く要望した。（備考：

その後の情報で 1999 年 1 月上旬に両機関が統合されたことが明らかになった）

2 つの機関の統合により期待される効果として、中央レベルでは農政課題に基づく「教育・

訓練・普及」計画が一元的に策定され、これに基づき地方レベルにおいて、農業情報センター

（BIPP）及び農村普及センター（BPP）が中心となって行われる農家に対する普及活動と、教

育訓練庁の傘下の地方訓練センター（BLPP）が実施する州の農業普及員に対する研修との有

機的連携が考えられる。（備考：BLPP については後述するとおり現時点では構想として存在

している）

（3）プロジェクト方式技術協力として検討すべき短期的対応の方向性と妥協性について

現在食糧増産のための緊急対策として実施が予定されている「GEMA PALAGUNG 2001」

は政府の強いコミットメントがあり（本事業に係る資金は全額インドネシア側予算で賄われ

るという点においても農業セクター、特に食糧増産にかける政府の意気込みが感じられる）、
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農業省食用作物総局が事務局を中心に各関連機関がそれぞれ具体性のあるプログラムを策定

し、実施されることとなっている。今回検討するプロジェクトも強い政府のコミットメント

が得られる範囲のなかで検討することが望ましいと考えられる。すなわち現時点での農業開

発行政が食糧増産という目標に絞り込まれて実施されているとすれば、技術協力の目標も本

目標達成に何らかの形で貢献できるものを検討しなければならない。

また現在の食糧危機の原因は、組織や制度といった構造的で長期の対応が必要なものと、短

期間で回復することも可能なもの（例えば肥料・農薬の適切な投与、灌漑施設の改善・復旧等）

とに区分されるべきものであろう。教育訓練庁と官房普及センターとの統合により実現が強

く期待される効果的・効率的な農業普及・訓練行政がこれらの長期・短期の課題にいかに対

応することができるかを検討のうえ、今次協力に反映していく必要がある。また現在のイン

ドネシア側の緊急対策（「GEMA PALAGUNG 2001」）と当面の不安定な情勢を考えれば、我

が方協力も当面 2 年間に設定したい旨、説明のうえインドネシア側の理解を得た。さらに具

体的な方向性について以下のとおり日本側の考えを説明した。

①　技術協力の柱の 1 つとして、教育訓練庁（合併以降は教育訓練普及庁）が実施する

「GEMA PLAGUNG 2001」の活動のモニタリング及び評価を実施し、必要な改善点、及

び発現した効果の一層の拡大のための研修活動の検討と実施。

②　現状の農業普及体制に係る現状分析と問題把握に係る調査。

③　農業普及体制の効率化のための制度、及び組織改革に係る提言。

④　さらに、例えば次のような活動についても今後検討が必要である。

・農業セクターの競争力を高めるため、先進国農業者を受入先とし、農村青年に対し農

業技術及び経営に関する高度の研修を行うとともに、融資先の行政施策と連携した青

年農業者の育成の検討を行う。また生産、販売等に関する農民の目的集団（グループ）

の育成や地域生産物の差別化等農民主体の地域活性化方策の検討。

・普及員に資質向上のインセンティブを与えるため、昇進とリンクした研修、資格制度

の導入の検討。

・新たな技術情報を速やかに農家に伝達するため、効果的な技術の実証展示の方法や研

修・普及教材の改善等の検討。

・農家経営に関する調査、モニタリングを行い、経営の改善方策の検討。

・普及員の経営指導能力を高めるため、簿記等の資格取得の推進や、経営指導のための

通信教育の実施、流通・加工等の異業種セクターへの派遣研修の実施等多様な資質向

上方策の検討。
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（4）プロジェクト協力の基本的な進め方について

上記のとおり本件技術協力は当面 2 年間程度の実施を検討するが、その成果によっては通

常ベース（5 年間程度）のプロ技の実施も検討する可能性、必要性がある。当面の短期的対応

（2 年間の技術協力）を通じて、派遣される長期専門家の人数は今後の詳細活動計画次第であ

るが、基本的には農業普及制度・システムの問題点（農業普及教育含む）を調査把握し、改善

のためのモデル活動実施等のためにリーダー、分野専門家、業務調整員の計 3 名程度とし、そ

のほかの必要な人材は短期専門家やローカルコンサルタントを積極的に活用していくことと

する。

（5）農業普及部に対する世銀の協力について

従来より、インドネシアに対して世銀が本分野に対して長期にわたって協力している実績

があることから現時点での世銀による協力の動向を把握するために世銀事務所を訪問した。

世銀は 4 州各 2 県合計 8 県を対象に 3 か年の農業普及分野の調査を実施し、既に調査は完了

しているものの、本調査結果を受けて建設が予定されている農業情報センター（BIPP：各県

に 1 つずつ、最大 300 か所建設予定）のインドネシア側内におけるステータスが不明確である

ので、実施が見合わせになっている。本調査の詳細内容については別途レポートを入手のう

え、確認する必要があるが、調査のキーワードは「Participatory Agriculture Extension」

「Decentralized Agriculture Extension」との由であり、これも今後確認する必要がある。

1997 年度に実施した調査においても、インドネシア側関連組織図にBIPP が位置づけられ

ていたが、実際は構想のみと判断された。世銀担当者の説明によれば、BIPP 構想により地方

レベルの普及組織は次のとおり変更することとなっている。

現在州の農業部の各課に配属している専門技術員（BPL）と普及員（PPS）はBIPP 設置後は、

全員が BIPP に入ることとなる。このBIPP の下に農村普及センター（BPP）が位置づけられ

ることとなる。つまりBIPP ができると州の農業部（DINAS）に農業普及員がいなくなること

を示している。また説明によれば BIPP と DINAS のステータスが同格になり、州知事に対し

て責任をもつことが予定されている。さらにBIPP に直接中央政府の予算を配布することが可

能とされている。

世銀のプロジェクトのなかには普及員の資格制度（Apprenticeship）の整備についても予定

されている。

我が方から教育訓練庁と官房普及センターとの統合について情報をもっているか確認した

が、世銀側は初めて聞く話とのことであった。いずれにしろ世銀プロジェクトの動きと我が

方協力の関係を今後もフォローしていく必要がある。
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（6）農業分野に対する有償資金協力の動き

インドネシア経済危機に対し、我が国政府が CGI 会合にて表明した 1,500 億円の借款のう

ち、まず 500 億円のプログラム援助を供与し、これから発生する見返り資金を活用して農業

開発事業を支援するセクター・プログラム・ローン（SPL）が実施されることとなっている。

見返り資金を活用する事業としては、灌漑施設の修復や食糧増産のための基盤整備事業等

が予定されている。

プロジェクト方式技術協力と SPL 見返り資金事業との直接の関係は現時点ではないが、例

えば技術協力の対象事業地区設定やモデル的な事業実施のための資金確保のために関係づけ

ることを今後検討するべきであろう。

（7）所　感

現在のインドネシアの政治経済状況は依然として流動的であり、1999 年 5 月の大統領選挙

は予断を許さないが、上述のとおり農業セクターに対しては多方面から極めて大きな援助の

流れとインドネシア政府自身による積極的な事情展開が行われようとしている。当初の協力

要請と背景からは大きく変わってきているものの、技術協力として新たな枠組みとアプロー

チをもって現在の農業開発、特に農業普及・教育分野の改善のために何らかの協力を実施す

ることは日本側にとっても 1 つの試金石となり、担うべき責任は大きいことを覚悟しておく

必要があろう。
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Ⅱ　第 2 次短期調査団報告

1　第 2 次短期調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

インドネシア政府は、第 6 次 5 か年計画（1994 ～ 1998 年）において、農業セクターにおける

開発目標の力点を、それまでの「食糧自給をめざした生産性の向上」から「農業生産の多様化と

質的な改善」へと変更した。基本戦略としては、「アグロ・インダストリー」を通した、農業生

産物と市場を結ぶ商業システムの導入と改善である。このような開発計画の下、教育訓練庁は、

農業普及教育を改善、強化することを目的に「新しい農業訓練システム」を導入する必要がある

と判断し、インドネシア政府は農業研修システムの改善に係るプロジェクト方式技術協力の要

請をあげてきた。

本要請を受け、JICA は 1997 年2 月に事前調査、1997 年8 月に長期調査、そして1998 年 10 月

に短期調査を行い、要請背景内容について調査を行うとともに必要な協力内容について協議し

てきた。

前回の短期調査では、農業開発における普及等の人材育成のあり方を再検討することを目的

として調査を実施し、インドネシア側と以下の事項について合意した。

1）「GEMA PALAGUNG 2001」に従い、短期的効果を生み出すために、プロジェクトフレー

ムを再検討する。

2）西ヌサテンガラ地域訓練センターの建設計画は見直すものとする。

3）本プロジェクトは教育訓練庁と官房普及センターの統合により、短期（2 年間）で実施さ

れる。

今般、日本政府はインドネシア農業省教育訓練庁と官房普及センターの統合を確認したこと

から、第 2 次短期調査団を派遣した。調査団は前回短期調査のミニッツに従い、プロジェクト

の効果的な実施のため、暫定プロジェクトフレームワークを作成した。
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1 － 2　調査団の構成

1 － 3　調 査 日 程

平成 11 年 3 月 9 日（火）～平成 11 年 3 月 17 日（水）（9 日間）

担当業務 氏　名 所　　　属

総括 谷口　敏彦 農林水産省農業者大学校　副校長

研修・普及 長田　靖之 兵庫県立中央農業技術センター　専門技術員

協力企画 田熊　秀行 農林水産省経済局技術協力課　技術協力官

技術協力 若林　基治 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

日順 月　日 曜日 調　査　内　容

1 3／9 火 移動：東京→ジャカルタ

2 　10 水 AM：JICA事務所打合せ、農業省官房海外協力局表敬
PM：アンブレラ事務局、農業省計画局、作物総局表敬

3 　11 木 AM：教育訓練庁表敬・協議
PM：教育訓練庁と協議

4 　12 金 AM：団内打合せ
PM：教育訓練庁と協議

5 　13 土 AM：中央訓練センター表敬
PM：農業者普及短期大学表敬

6 　14 日 ミニッツ案作成

7 　15 月 AM：ミニッツ案作成
PM：教育訓練庁と協議

8 　16 火
AM：ミニッツ協議
PM：世銀事務所表敬、JICA事務所報告
ジャカルタ→機内泊

9 　17 水 →東京
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1 － 4　主要面談者

2　要　　　約

2 － 1　GEMA PALAGUNG 2001 の実施状況

今回の調査で食用作物総局の局長からGEMA PALAGUNG 2001 の実施状況について話を聞

く機会があり、通信手段が不十分なこと、農民の教育レベルが低いこと等々について話があっ

たが、具体的な実施状況については、聞き取ることができなかった。

アンブレラ事務局の加藤専門家が、次のようにまとめているので、それを紹介する。

まず、概況については、

「インドネシアを深刻な経済危機が襲い失業者の増加、社会不安の醸成が大きな問題となり昨

年 5 月の政権交代に至った。また、エルニーニョは深刻な旱魃をもたらし、米を 420 万トン輸

入せざるを得ない状況に至っている。農業省は水稲の二期作の三期作化、耕地面積の拡大など

の緊急対策をGEMA PALAGUNG 2001 により実施中である。しかしながら、1998 年の乾期作

水稲の単収は病害虫発生等から必ずしも所期の目標を達成できていない。また、現在作付けさ

れている雨期作水稲についても 12 月に肥料に対する補助金の廃止に伴う尿素価格の急速な上昇、

名　　前 役　　職 所　　属

Dr. Ir. A. Suryana Head of Bureau 農業省官房計画局

Ms. Subianiti Director of International
Cooperation 農業省海外協力局

Dr. Ir. Tom Edward Napitupulu Director of Program
Development 農業省作物総局

Ir. H. Muchtar Abdullah Director General

農業省教育訓練庁（AAET）Dr. Suryaman Tardan Head, Center for Agricultural
education and Establishment

Maman A. Rifai, M.A Chief of Planning Division

Mr. Sofyan Arsyad Head, BPPFP Ciawi, Bogor 中央農業訓練センター

Sumaryo Soemardjo Operations Officer 世界銀行

加藤　康治 Japanese Expert
アンブレラ事務局専門家

星　　弘文 Japanese Expert

庵原　宏義 所長

JICAインドネシア事務所米田　一弘 次長

吉成　安恵 職員
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品不足、カリ肥料の不足から順調とはいえない。今後の水稲の登熟期には病害虫の発生が予測

されるが防除用の農薬が不足する状況から、被害の発生も懸念され、楽観できる状況ではない。」

各省庁等の対応については、

「農業省は 2001 年の米自給、大豆、トウモロコシの生産拡大をめざしてGEMA PALAGUNG

2001 を展開中である。公共事業省はGEMA PALAGUNG 2001 を踏まえて緊急灌漑復興 3 か年

計画を推進している。協同組合省はKUT の面積当たり融資規模拡大・物価上昇に対応する利子

率の逓減、20 人以上で農協の設立を許可するなどの制度変更を行っている。海外経済協力基金

（OECF）は1,500 億円のSPL のうち農業セクターで使用すべく、昨年10 月にディスバースを行っ

た。農業省関係では食用作物総局計画局が具体的な事業計画を検討中であり、本年 4 月から具

体的な事業の実施を図ることとしている。」

と述べている。加藤専門家のペーパーに見られるように、具体的な展開は、新年度に入ってか

らではないかと思われる。

2 － 2　プロジェクトの目的

今回の調査の実施は、1998 年 10 月の短期調査の結果を受けて行われたものであること、プロ

ジェクトの円滑な実施には、インドネシア農業省の教育訓練庁と官房普及センターの統合が欠

かせないとの判断から、そのことが前回短期調査で合意され、その後両機関は統合されたこと

を受けて行われたものである。両機関は統合については、統合後の組織的運営の実態を把握す

るには至らなかったが、インドネシア側の説明によると、旧官房普及センターは、農業普及局

（Bureau of Agriculture Extension）とされ、教育訓練庁の組織に位置づけられている。

今回の調査では、マスタープランについて基本的に合意することを目的にインドネシア側と

合意することを目的に協議を重ねた。

その結果、プロジェクトの上位目標を「農業者の経営能力を強化するための普及活動及び研修

システムの改善」とし、目標を「普及活動従事者及び農業者の研修並びに農村地域における普及

活動に関する評価・フィードバックシステムの強化」とすることで合意した。

2 － 3　プロジェクトの活動内容

合意されたマスタープランにおいては、プロジェクト活動として次の 5 点をあげている。

（1）プロジェクトでは、普及活動及び研修に対する農業者及び農村地域のニーズを把握するた

めの調査を実施する。

（2）調査サイト survey-site においてGEMA PALAGUNG 2001 の一環として実施されている

現行の普及活動及び研修をモニタリングし評価する。

（3）モニタリングと評価を基に現行の普及活動及び研修について解決すべき問題、又は改善す
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べきシステムを明らかにする。

（4）効果的、効率的に普及活動及び研修の実証・実施を計画するために基本となる関係機関の

連携を推進するために、課題に応じた委員会の設置、セミナーの実施、その他必要な活動を

準備する。

（5）農業者及び農村地域のニーズに合致した普及活動及び研修を行うためのモデルプログラ

ムを試験的に実施する。

2 － 4　プロジェクトの実施体制

プロジェクトの円滑な実施を図るため、日本側のとるべき措置、インドネシア側のとるべき

措置、プロジェクトの運営機関、合同調整委員会及び運営委員会の設置について合意した。

2 － 5　今後の課題

今回の調査において、インドネシア側との協議、現地調査等のなかで、プロジェクトの円滑

な推進を図るためには、次のような課題があると思われるので、それを記したい。

（1）本プロジェクトに対するインドネシア側の期待は大きく、またミニッツサイン後におい

ても本音の部分で調査団が意図したところとは違った受け止め方、ないしは期待をしてい

る可能性を否定できない。

中央訓練センターBPPFP を訪問する機会があった。専門技術員を養成する中央の施設に

おいてすら図書の整備状況は極めて貧弱であることから各施設の運営上の予算的制約は大

きいものと察せられる。本プロジェクトはインドネシアが行っている普及活動、研修の実

施状況を調査し評価することをスタートラインとしているが、プロジェクトの実施にあたっ

ては、普及活動、研修実施についての支援も場合によっては必要であると思われる。今回の

協議においてインドネシア側に対して、運営費等について大きな期待を抱かさないように

努めたつもりであるが、相当の手当てをしないとプロジェクト自体が動かないおそれがあ

る。

（2）官房計画局長を表敬した折に、局長から研究開発機関との連携について言及があった。今

回の調査では、これら関係の機関への表敬や調査を行っていないが、普及活動や研修の円

滑な展開のためには、研究開発機関（大学を含む）との連携は、必要であり欠くことはでき

ないものと考える。

（3）日本人専門家に対しては、アンブレラ・ニュースが発行されていると聞いており、また

インドネシア語による各省庁のアンブレラ協力に期待する内容を記事としたニュースを発

行する計画があるようであり、すばらしいことである。

今回の調査では、日本人専門家がどのようにして具体的な情報を交換・共有しているかにつ
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いて承知することはできなかったが、本プロジェクトが普及活動という農業技術にとどまらず

経済、社会にかかわる課題についての知識と理解が求められることから、インドネシア側のカ

ウンターパートからの聞き取りを十分に行うほか日本人専門家からの情報の把握にも努めると

ともに、文献・データ等の蓄積についても配意すべきであると考える。

また、国際農林水産業研究センターがインドネシアの農村で実施している研究テーマ（ファー

ミングシステム）は、本プロジェクトの推進に参考になる情報を提供してくれるものと考える。

3　ミニッツ交渉経緯と今後の予定

3 － 1　ミニッツ交渉経緯

（1）ミニッツの協議

大筋各省会議の対処方針どおり、インドネシアとミニッツ署名した。ただし、インドネシ

アサイナー不在のため署名完了は数日ずれ込む予定。

協議の主な論点は以下のとおり。

①　プロジェクト名の変更

プロジェクト活動に合わせ、「農業教官養成計画」から「農業普及・研修システム改

善計画」に変更した。

インドネシア側は予算を旧名で確保しているため名称変更にあたってはバペナスの

了解を必要としたが、日本側からもバペナスに説明してほしい旨要請があった。本調査

団はバペナス表敬時間がないため、第 3 次アンブレラ協力中間評価調査団表敬（3／15

の週）の際などに、JICA インドネシア事務所又はアンブレラ事務局から本件について

一言説明をすることとした。

②　マスタープランの上位目標

当初案「食糧増産のための普及・研修システムが改善される」に対し、インドネシア

側から、食糧増産ではGEMA PALAGUNG 2001 の期間内（プロジェクトの期間内）の

目標となるため「農民の所得向上のため」との案が示された。ただし、当該案は、プロ

ジェクトの直接的な効果からは遠すぎるとして、「農民の経営能力強化のための普及・

研修システムが改善される。」と規定した。

③　調査サイトの選定

当初日本側は西ジャワ州、インドネシア側は 6 州を主張、その後日本側は 2 州、イン

ドネシア側は 4 州を提案、サイトを決定するには至らなかった。

このため、サイトの選定基準（GEMA PALAGUNG 2001 の活動実施、第 3 次アンブ

レラ対象地域、食糧増産、特に米増産関係、インドネシア政府がC／P の出張旅費を確

保可能）及び日本人リーダーの同意を得て決定することとした。
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④　プロジェクトの具体的活動

プロジェクト活動の d）「普及活動・研修のモデルプログラムの試行」について、イン

ドネシア側は研修の選択、フィールド実証ワークショップ、参加型研修の例をあげ、プ

ロジェクト活動 d）に挿入することを主張したが、調査団は具体的活動については、プ

ロ技が開始され、調査サイトのモニタリング、評価の結果決まると主張した。

協議内容の「付記」として、インドネシア側から研修の選択、フィールド実証ワーク

ショップ、参加型研修等の活動を提案したが、調査団は、詳細活動については、日本人

専門家が決定すること、とした。

（2）関係機関表敬

1）アンブレラ事務局

①　これまでのアンブレラ協力

第 1 次、第 2 次アンブレラにおいては、それぞれ米の自給、維持増産を目的に活動が

行われ、一定の評価を得てきた。

②　第 3 次アンブレラ

農民の所得向上をめざし、米、トウモロコシ、大豆等アグリビジネスによる活動を 4

つのモデル州（西ジャワ、南スラウェシ、西ヌサテンガラ、南カリマンタン）で行って

いる。

今般、経済危機・食糧危機の状況、また開発調査によるマスタープラン作成 86 件中

残り 36 件を 1 年半で実行することは難しく、中間評価調査で見直しを図ることとして

いる。

2）農業省表敬

農業次官、教育訓練庁、作物総局、計画局等を表敬した。ミニッツでも協議した事項を

省くと以下の情報が得られた。

①　組織図

別添のとおり。

②　地方機関の位置づけ

BLPP（地方訓練センター）……………………………………………  教育訓練庁傘下

DINAS（州農業局）……………………………………………………  作物総局傘下

KANWIL（地方農政局）………………………………………………  計画局傘下

BAPPEDA（Provincial Development Planning Board）…………  バペナス傘下

1999 年度は計画局から傘下のKANWIL に予算が確保されており、地方レベルにおいて

すべてのDINAS、BLPP をコーディネイトして、活動を行うこととなっている。
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一方、DINAS、BLPP については、ファックス等の基礎的通信手段もなく、情報伝達が

遅くなっており、どの程度動くか不明。

3）中央農業訓練センター（BPPFP、ボゴール）表敬

①　センターの概要

ア）建物

・教室（4 部屋）

・研修生宿泊室（約 120 人）

・事務所、教員棟

イ）職員等

・トレーナー　21 名（博士多数）

・事務員　　　76 名

ウ）訓練対象者

・普及員

・農業教官

・農業訓練センターのトレーナー

エ）容量

・1 クラス 30 人（約 3 か月コース）

・コースの数として容量の 10 分の 1 以下

②　問題点

センター職員としては、予算不足（訓練、施設・機材拡充、維持、スタッフ能力向上）

をあげていた。実際の農家、普及員のニーズの調査について質問したが、フィールドに

出かけて（年 2、3 日）いるが、出張予算もないとのことで、すべて予算不足に帰する

との認識である。

4）ボゴール農科短期大学（Academy of Agriculture Extension at Bogor、ボゴール）表敬

別添パンフレットの写し参照。

3 － 2　ミニッツの内容

（1）プロジェクト名

調査団とインドネシア側はプロジェクト名を「インドネシア農業教官養成計画」から、プ

ロジェクトの活動を反映した名称「インドネシア農業普及・研修システム改善計画」へ変更

することで合意した。
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（2）インドネシア側のプロジェクト運営機関及び関係機関

教育訓練庁が中心となり、官房海外協力局、官房計画局、作物総局等と調整・連携を図る

こととした。

（3）プロジェクトサイト

本プロジェクトはジャカルタにある教育訓練庁で主要業務を行うものとした。また、教

育訓練庁が GEMA PALAGUNG 2001 に従って普及事業を実施している場所で、普及事業

の調査・モニタリングを実施するものとした。

調査地については以下の理由により協力開始後、日本側専門家チームとインドネシア側

C／P とで選定されるものとした。

1）AAET が GEMA PALAGUNG 2001 に係る普及・研修事業を実施している。

2）アンブレラの対象地域である。

3）食糧危機に対応し、稲作生産を実施している。

4）インドネシア側の調査に係る C／P の旅費等の負担が可能である。

ただし、調査地の選定には日本人チームのチーフアドバイザーの同意が必要である。

（4）協力期間

調査団はGEMA PALAGUNG 2001 が 2001 年 12 月まで実施されるとの情報を得た。本

プロジェクトは 1999 年 7 月 1 日からインドネシア側の受入体制が整った時点で開始するこ

ととした。協力期間については、R／D までに決定するものとするが、たとえ長くとも 2002

年 3 月 31 日まで実施するものとした。

（5）マスタープラン

以下のとおり合意された。

1）上位目標

農民の経営能力を強化するための研修及び普及事業のシステムが改善される。

2）プロジェクト目標

農業者及び農村地域の研修及び普及事業の評価・フィードバック体制が強化される。

3）プロジェクト成果

①　農業者及び農村地域の研修及び普及活動に対するニーズが把握される。

②　現行の研修・普及活動の問題点、改善点が明確になる。

③　研修及び普及活動を通じた農業者及び農村の課題解決に必要な関係機関の連携が図

られる。
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④　農業者及び農村地域のニーズに合致した研修及び普及活動のモデルプログラムが開

発される。

4）プロジェクト活動

①　モデル地域において、農業者及び農村地域の研修及び普及活動に対するニーズの把

握に必要な調査を実施する。

①－ 1　モデル地域において、「GEMA PALAGUNG 2001」の一環として実施された研

修及び普及活動の評価を実施する。

①－ 2　評価結果を基に研修及び普及活動の問題点、改善点を取りまとめる。

③　効果的、効率的な研修及び普及活動の企画立案・実証・実施に必要な関係機関の連

携を推進するために、課題に応じた委員会の設置、セミナーの実施等を行う。

④　農業者及び農村地域のニーズに合致した研修及び普及活動を行うため、実証を通じ

たモデルプログラムを開発する。

3 － 3　今後の予定

（1）協力開始までの予定

・ R／D 締結までに決定すべき事項、協力開始後に決定すべき事項は下表のとおり。

・本年5 月末を目処に JICA インドネシア事務所とインドネシア側とでR／D を締結する。

・今般のインドネシア側の治安状況にかんがみ、本年 7 月 1 日より治安状況等が整った時

点で協力を開始する。

（2）インドネシア側がとるべき措置

・現在研修計画を立案・実施評価している者を C／P として配置する。C／P は専門家と

ともに研修・普及活動の調査・モニタリングを実施する。C／P の旅費はインドネシア

側が負担する。

・ C／P のリストを R／D 締結までに提出する。

・本プロジェクトの成果を生かし、農業普及・研修システムの改善を図る。

R／D締結までに決定すべき事項 協力開始後に決定すべき事項

・プロジェクトに配置されるC／P
・協力開始時期

・具体的な活動内容、TSI、及びPDM
・調査モニタリングを実施すべき調査地
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（3）日本側投入計画

1）専門家派遣

①　長期専門家（合計 3 名）

ａ）　チーフアドバイザー

ｂ）　業務調整

ｃ）　農業普及・研修分野の長期専門家

　留意点：チーフアドバイザーは専門家として、上記専門分野全般についてアドバイス

するものとする。

②　短期専門家

短期専門家はプロジェクトの円滑な実施のため、必要に応じ派遣するものとする。

2）研修員受入れ

協力期間内に日本人専門家の C／P を研修員として受け入れるものとする。

3）機材供与

1999 年度、研修・普及に関する機材、及び事務機材を中心に供与する。

4）ローカルコスト負担

GEMA PALAGUNG 2001 の支援を含め、啓蒙普及活動を実施する。

4　プロジェクト実施上の留意点

4 － 1　プロジェクトに係るインドネシア側の認識

本プロジェクトは当初、1997 年 2 月事前調査、同年 12 月長期調査における西ヌサテンガラ州

の地域訓練センター建設を内容とする無償資金協力と連携する案件として検討されたものの、イ

ンドネシアの経済危機、食糧危機を背景に、無償資金協力の計画及びプロ技実施内容の見直し

を図り、緊急的なプロジェクトを再検討することになったものである。

これを受けて、前回短期調査（1998 年 10 月）では、GEMA PALAGUNG 2001 に沿った実施

期間 2 年間程度のプロジェクトフレームを検討することとなったところである。

しかしながら、長期調査までの議論等もあり、すべての関係者（日本側を含む）に上記の変更

が同一に認識されていなかった面が否定できない。

本プロジェクトのマスタープラン案も、前回短期調査後に示したものであり、インドネシア

側の多くの関係者が、中央訓練センターや地域訓練センター等をモデル地区として選定し、機

材等の導入、具体的な訓練、普及活動を行うというイメージを固めておりプロジェクト内容の

討議ではこれら個別具体的な活動の実施にこだわった。
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4 － 2　プロジェクトの実施方法

4 － 1 の状況から、プロジェクトのフレームワークについて、調査団としては、①プロジェク

トサイトを教育訓練庁に置く。②当初のモデルサイトという表現を避けて、「調査サイト」とし、

インドネシア側で実施されている普及・研修活動の調査・評価を地区を限定して実施する方針

を示し協議した。

②については、インドネシア側から 6 州の提案があり、州を絞り込むことはできなかった（交

渉経緯参照）が、サイトの選定基準を設け、日本人専門家（リーダー）の同意を必要とすること

とした。

「調査」のサイトでは、その活動が基本的に調査・評価に限られる（ミニッツのAnnex 1 参照）

ことから、1 州のみに設定するのはかえってプロジェクト活動の幅を狭く限定することとなるの

で、全体の活動に支障がない範囲で日本側リーダーの判断により複数箇所調査できることとし

た。

4 － 3　インドネシア側の組織体制

懸案であった、教育訓練庁と官房普及センターの統合については、後者が前者に併合される

形で実施された。

このため、責任機関；農業省、実施機関；教育訓練庁とするとともに、関係する機関として、

計画局、海外協力局、作物総局、地方政府等をあげた。

また、プロジェクトの運営・実施の全責任者として、教育訓練庁長官を、プロジェクトダイ

レクターを農業普及局長、プロジェクトマネージャーは R／D 締結までに教育訓練庁長官が任

命し、JICA インドネシア事務所に報告することになった。

合同調整委員会、運営委員会のメンバーについてもこれらのラインに沿って定めた（ミニッツ

参照）。現時点では地方機関の関係度合いが明確でないため、地方政府関係者等は加えていない。

4 － 4　研修・普及

（1）農業普及の役割

農業改良普及員の役割は、

①　試験研究機関で開発された新技術の伝達と普及

②　農業技術・農村社会における諸問題を解決できる力をもつ農民の育成

に要約できる。

普及員がこうした役割を果たすうえで必要なのは、伝達すべき新技術が逐次開発されて

普及現場に供給されること、農家や農村社会を見てそこにある問題を見抜く洞察力とそれ

を農家に気づかせ問題解決の行動へ踏み切らせる指導力である。
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インドネシア国内では試験研究機関との連携が必ずしもうまく運営されていないようで

ある。このような場合、連携関係の改善を図りながら、普及現場での実証展示手法の展開

が大きな意味をもつ。特に、今回のような短期間に食糧生産の回復が求められている場合、

こうすれば増産につながるという技術の実証展示手法は極めて有効である。

我が国ではこうした普及員の能力向上は専門技術員の重要な職務の一部となっている。普

及員の現場活動が前記のような役割を果たしているのか否かとともに、インドネシアにお

ける専門技術員の普及員養成・指導活動についての評価・反省が必要であろう。

（2）普及員の研修

研修は受講者が必要とするもの、欲しいものを与えるのが基本である。

インドネシアの普及員は稲・畜産・エステート作物（コーヒーなど）・漁業の担当に区分

されて活動している。担当する項目が異なっても、先に述べたように問題を見抜き、農家

に行動させる指導力が必要なのは共通している。したがって普及員に対する研修は、担当

項目によらず普及員が備えるべき共通する普及技術に関するものと個々の作物栽培技術に

関する研修とに分けることができる。いずれの段階の研修であっても普及員に期待されて

いる役割を十分に説明し、使命感をもたせ得る研修が必要である。なぜなら、どの国の農

家も国家のために農業を営んでいるとの意識はない。すべては自分の生活を維持するため

に農業に従事している。つまり国家の求めるものと農家の欲求が一致しない場合も少なく

ない。そこでの整合性を図りながら農業生産を高める活動が普及員には求められる。この

ような不一致が存在することを等閑に付したままではいかなる政策も果実をもたらすこと

はない。我が国の麦・大豆の生産が伸びないことを見れば明らかであろう。

このような観点から今日のインドネシアにおける普及員研修がどのように運営され、普

及員に使命感を植え付けられているのか、そのことの実態を把握すること及び研修運営の

問題の所在を明らかにすることが必要であろう。
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